
Ⅷ 野生いのししへの対応
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表１【野生いのしし】国から検体搬送の指示があった場合の連絡体系

警戒連絡会議

構成員

警戒連絡会議本部員
秘書・広報戦略部長

危機管理部長

企画部長

総務部長

地域振興部長

文化観光国際部長

県民生活環境部長

福祉保健部長

こども政策局長

産業労働部長

水産部長

農林部長

土木部長

交通局長

教育長

県警本部警備部長

各振興局長

九州農政局長崎県拠点

地方参事官

農林水産省
動物衛生課

中
央
家
保
で
の
検
査
で

陽
性
を
確
認

知事・副知事

農林部長・次長

各振興局

情報は原則非公表※

※円滑かつ的確な防疫作業を行う上で、特段の必要がある場合は、国と協議の上、

病性の判定前に公表する。

その場合の連絡体系は、「表２【野生いのしし】国での検査で陽性を確認した場合

の連絡体系」に同じ。

九州各県

畜産関係団体

各地域警戒連絡会議構成員

Ⅷ－2



(

家
畜
保
健
衛
生
所) 

 
 

 
 

 
 

当
該
振
興
局

農
林
部

管
理
部

保
健
部

家畜保健衛生所

農林部 管理部 保健部

表２【野生いのしし】国での検査で陽性を確認した場合の連絡体系

県防疫対策本部員
秘書・広報戦略部長

企画部長

総務部長

危機管理部長

地域振興部長

文化観光国際部長

県民生活環境部長

福祉保健部長

こども政策局長

産業労働部長

水産部長

農林部長

土木部長

交通局長

教育長

県警本部警備部長

各振興局長

九州農政局長崎県拠点

地方参事官

農林水産省
動物衛生課

県猟友会

知事・副知事

農林部長・次長

各振興局

畜産関係団体等

消毒業組合等

（消毒ポイント委託関係）

＜検査陽性＞

※公表は農林水産省動物衛生課と

協議後、農林水産省と同時に行う

県選出国会議員

県議会議員

九州各県

(

農
政
課
・
畜
産
課
・
農
山
村
対
策
室

農
林
部

各地域総合対策本部構成員

Ⅷ－3



■ＣＳＦ・ＡＳＦ（１６ ウイルスの浸潤状況の確認以外は共通）

１ 対策本部の設置
（１） 県は、中央家畜保健衛生所での遺伝子検出検査等で陽性を確認し、動物衛生課

から検体搬送の指示を受けた段階で、長崎県ＣＳＦ又はＡＳＦ警戒連絡会議を開催し、

病性確定に備え関係者と情報の共有と防疫措置内容を確認する。

（２） 病性が確定した場合は、長崎県ＣＳＦ又はＡＳＦ防疫対策本部を設置し、飼養

豚等での発生を防止するため、国・市町・関係団体と連携を密にし、各種防疫措置を

実施する。

２ 感染の疑いが生じた場合の対応等
当該家畜保健衛生所は、市町の協力を得て、当該野生いのしし（３において感染疑い

野生いのししという）が確認された地点の消毒を徹底するとともに、原則として３の準

備を進める。

３ 陽性判定時に備えた準備
  家畜保健衛生所及び畜産課は、必要な検体の動物衛生研究部門への送付を行った場合

は、速やかに次の措置を講じ、その内容について、遅くとも動物衛生研究部門が行う遺

伝子解析の結果が出る前までに、動物衛生課に報告する。

（１）感染疑い野生いのししを確認した地点を中心とした半径10kmの区域に所在する農場

の戸数及び飼養頭数の確認

（２）感染疑い野生いのししを確認した地点の周辺農場で発生した場合に備え、豚等のと

殺等の防疫措置に必要な人員及び資材の確認（国や他の都道府県等からの人的支援の

要否を含む。）

（３）周辺農場における埋却地又は焼却施設等の確保状況（農林水産省の保有する大型防

疫資材の利用の有無を含む。）の確認

（４）必要に応じ、消毒ポイントの設置場所の設定

（５）感染疑い野生いのししを確認した地点を中心とした半径10km以内の区域の農場の豚

等及び豚等の死体の移動自粛等の必要な指導

（６）感染疑い野生いのししを確認した地点周辺の防護柵等による囲い込みの実効性の確

認及び野生いのししの個体数の削減に向けた体制の確認

４ 病性の判定
農林水産省は、必要な検体が動物衛生研究部門に送付された場合は、中央家畜保健衛

生所で行う遺伝子検出検査等の結果及び動物衛生研究部門で行う遺伝子解析の結果を踏

まえ、病性を判定する。ただし、当該陽性と判定された野生いのししが確認された地点

周辺の地域において、既にＣＳＦ又はＡＳＦウイルスに感染した野生いのししが確認さ

れている場合は、動物衛生研究部門の検査結果を待たずに判定する。なお、その結果に

ついては、判定後直ちに、動物衛生課から畜産課へ通知される。

５ 報道機関への公表等
（１）野生いのししにおいてＣＳＦ又はＡＳＦが陽性であると判定されたときは、県は農

林水産省とその内容や今後の防疫措置について報道機関に公表する。

   ただし、円滑かつ的確な防疫措置を行う上で特段の必要があるときは、動物衛生課

と協議の上、病性の判定前に公表する。

（２）（１）による公表は、原則として、農林水産省及び県が同時に行う。

（３）（１）による公表に当たっては、人、車両等を介して感染が拡大するおそれがある
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こと等について正確な情報提供を行う。

（４）報道機関等に対し、次の事項について、協力を求める。

  ① プライバシーの保護に十分配慮すること。

  ② 野生いのししの確認地点には近づかないなど、まん延防止及び防疫措置の支障に

ならないようにすること。

６ 通行の制限又は遮断
（１）県または市町は、野生いのししにおけるＣＳＦ又はＡＳＦの病性の判定後、確認地

点の周辺環境等を考慮し、必要に応じて、速やかに、管轄の警察署及び関係自治体の

協力を得て、①又は②の期間を定め、確認地点周辺への不要・不急の立入りの制限（当

該地域で行う経済活動や観光活動等を含む。）や近隣の農場周辺の通行の制限又は遮

断を行う。この場合において、通勤、通学、医療、福祉等のための通行については、

十分な消毒を行った上で、これを認めることとする。

   なお、当該措置を講じる場合は、当該地点を管轄する警察署等と事前に必要な協議・

調整を行うものとする。

  ① 野生いのししの確認地点の半径３km以内の区域の豚等を飼養する農場に対し、発

生予防対策のために（１）の措置を講じる場合：法第10条第３項に基づき、72時間

を超えない期間

  ② ①と同じ区域において豚等を飼養する農場は無いが、病原体の拡散防止のために

（１）の措置を講じる場合：法第25条の２第３項に基づき、病原体の浸潤状況等が

判明するまでの間を目安とした期間

（２）野生いのししにおける感染状況等から、通行の制限又は遮断を継続する必要がある

場合には、道路管理者等との協議を行い、まん延防止の観点から、適切な制限を実施

できるよう、あらかじめ調整する。

（３）通行の制限又は遮断の手続、掲示の方法等については、事前に関係市町の住民に対

し、その概要及び必要性を説明するように努め、事前に説明することが困難な場合に

は、実施後速やかに説明する。

７ 移動制限区域の設定
（１）移動制限区域の設定

  畜産課は、野生いのししにおいてＣＳＦ又はＡＳＦが陽性であると判定する旨の連

絡を受けた場合には、動物衛生課と協議の上、速やかに、原則として、野生いのしし

の確認地点を中心とした半径10km以内の区域について、移動制限区域として設定する。

ただし、病性の判定前であっても、ＣＳＦ又はＡＳＦである可能性が高いと認められ

る場合には、動物衛生課と協議の上、当該判定結果を待たずに移動制限区域を設定す

る。

（２）移動制限区域の設定方法

  ① 移動制限区域の外縁の境界は、市町等の行政単位又は道路、河川、鉄道その他境

界を明示するために適当なものに基づき設定する。

  ② 移動制限区域が複数の県にわたる場合には、動物衛生課の指導の下、事前に、当

該都道府県の間で十分に協議を行う。

  ③ 移動制限区域の設定に先立ち、その都度、次の措置を講ずる。なお、事前にこれ

らの措置を講ずることが困難な場合には、設定後速やかにこれらの措置を講ずる。

ア 移動制限区域内の豚等の所有者、市町及び関係機関への通知

   イ 報道機関への公表等を通じた広報

   ウ 主要道路と移動制限区域との境界地点での標示
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８ 移動制限の対象
  移動制限の対象は、次に掲げるものとする。

（１）生きた豚等

（２）移動制限区域内で採取された精液、受精卵等（病性判定日から遡って21日目の日又

は病性の判定がなされた野生いのししの発見日より前に採取され、区分管理されてい

たものを除く。）

（３）豚等の死体

（４）豚等の排せつ物等

（５）敷料、飼料及び家畜飼養器具（農場以外からの移動は除く。）

９ 移動制限の対象外
  ＣＳＦ防疫指針第２０の８及びＡＳＦ防疫指針第２１の８を参照し調整する。

１０ 豚等の所有者への連絡
  家畜保健衛生所は、移動制限区域が設定された場合には、速やかに、当該区域内の豚

等の所有者に対し、その旨及び立入検査の予定について、電話、FAX、電子メール等によ

り連絡する。

１１ 移動制限区域内の農場への指導
  家畜保健衛生所は、移動制限区域が設定された場合は、移動制限区域内の全ての豚等

の所有者に対し、毎日の健康観察を徹底するよう指導するとともに、いのしし等の野生

動物の侵入防止等の飼養衛生管理の徹底について指導する。また、法第52条の規定に基

づき、毎日、当日の特定症状の有無、死亡頭数等について、移動制限区域が解除される

までを目安として報告するよう求める。

１２ 移動制限区域の変更
（１）移動制限区域の拡大

   畜産課は、野生いのししにおける感染の確認状況等から、移動制限区域外の豚等で

の発生が想定される場合には、動物衛生課と協議の上、移動制限区域を拡大する。

（２）移動制限区域の縮小

   畜産課は、野生いのししにおける感染の確認状況等から、感染拡大が限局的なもの

となっていることが明らかとなってきたときは、動物衛生課と協議の上、移動制限区

域の範囲を半径３kmまで縮小することができる。

１３ 移動制限区域の解除
畜産課は、野生いのししにおける感染状況等から、豚等への感染リスクが無視できる

と考えられる場合は、小委の委員等の専門家の意見を踏まえ、動物衛生課と協議の上、

移動制限区域の解除又は制限措置の一部を解除する。

１４ 家畜集合施設の開催等の制限等
ＣＳＦ防疫指針第２１及びＡＳＦ防疫指針第２２を参照し調整する。
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１５ 消毒ポイントの設置
野生いのししにおけるＣＳＦ又はＡＳＦの病性判定後、必要に応じて、速やかにウイ

ルス拡散防止のため消毒ポイントを設置する。具体的な設置場所は陽性確認地点の周辺

の山道出入口、近隣農場の周辺、移動制限区域の境界その他の場所を中心に選定する。

また、豚等において発生があった場合は、その都度、設置場所を見直す。

１６ ウイルスの浸潤状況の確認等
畜産課は、野生いのししにおいてＣＳＦ又はＡＳＦが陽性であると判定する旨の連絡

を受けた場合には、動物衛生課と協議の上、以下の措置を講じるよう家畜保健衛生所へ

指示を行う。

なお、これらの措置は、必要に応じて病性の判定前に行うことができる。

【ＣＳＦ】

（１）野生いのししにおける検査等

家畜保健衛生所は、当該野生いのししの確認地点を中心とした半径10km以内の区域

において、死亡した野生いのしし又は捕獲された野生いのししについて､ウイルスの浸

潤状況を確認するため、少なくとも28日間、原則として遺伝子検出検査を実施し、必

要に応じ、抗体検査を実施する。

また、農山村振興課は、猟友会、市町に対し、死亡した野生いのししを発見又は野

生いのししを捕獲した場合は、家畜保健衛生所に連絡するとともにこれら野生いのし

しからの検体の採材に協力するよう要請する。特に半径3km以内の区域においては積極

的な協力を要請する。

（２）豚等における検査

家畜保健衛生所は、設定された移動制限区域内（半径10km以内の区域）の農場（豚

等を6頭以上飼養するものに限る。）に対する立入検査を行い、特定症状の有無を確認

するとともに、必要に応じて、病性鑑定を実施するための検体を採材し、遺伝子検出

検査及び抗体検査を実施する。

【ＡＳＦ】

（１）野生いのししにおける検査等

家畜保健衛生所は、当該野生いのししの確認地点及び感染源となり得る地点を中心と

した半径10km以内の区域において、死亡した野生いのしし及び捕獲された野生いのしし

について､ウイルスの浸潤状況を確認するため、少なくとも22日間、原則として、遺伝子

検出検査を実施する。また、必要に応じ、動物衛生研究部門へ検体を送付し、抗体検査

を実施する。

農山村振興課は、猟友会、市町に対し、死亡した野生いのししを発見又は野生いのし

しを捕獲した場合は、家畜保健衛生所に連絡するとともにこれら野生いのししからの検

体の採材に協力するよう要請する。特に半径3km以内の区域においては、浸潤状況の迅速

な把握及び感染源の排除のため、死亡した野生いのししの積極的な捜索について協力を

要請する。

また、半径3km区域に外接する地域においては、感受性動物の個体数の削減を図るため、

農山村振興課は、猟友会、市町に対し、野生いのししの捕獲を進めるよう協力を要請す

る。その際、可能な限り防護柵等により囲い込みを行う。

（２）豚等における検査

畜産課は動物衛生課と協議の上、家畜保健衛生所に対し、設定された移動制限区域内

（半径10km以内の区域）の農場（豚等を6頭以上飼養するものに限る。）に対する立入検

査の指示を行う。家畜保健衛生所は特定症状の有無を確認するとともに、必要に応じて、

病性鑑定を実施するための検体を採材し、遺伝子検出検査を実施する。
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１７ 周辺の野生いのししにおけるウイルス拡散防止対策
家畜保健衛生所は、市町の協力を得て、１６により発見した死亡いのしし及び捕獲さ

れた野生いのししについては、確認地点の消毒を徹底するとともに、ウイルスの拡散を

防止するため、市町は、速やかな焼却又は埋却等により適切に処理するよう、猟友会等

の関係者に対し、協力を要請する。

１８ 飼養衛生管理基準の遵守状況の確認
（１）家畜保健衛生所は、野生いのししにおいてＣＳＦ又はＡＳＦが陽性であると判定す

る旨の連絡を受けた場合には、速やかに、立入検査、直近の飼養衛生管理基準の遵守

状況調査の結果、これまでの飼養衛生管理に係る指導等により、移動制限区域内を中

心に豚等を飼養する農場の飼養衛生管理の状況を確認する。

（２）家畜保健衛生所及び畜産課は、（１）の結果、豚等の所有者が飼養衛生管理基準を

遵守しておらず、直ちに改善しなければ、豚熱がまん延する可能性が高いと認められ

る場合には、当該豚等の所有者に対して、期限を定め、改善すべき事項等を記載した

文書を交付することにより、改善すべき旨の勧告を行う。

（３）家畜保健衛生所及び畜産課は、（２）の勧告を受けた豚等の所有者が、当該勧告に

従わない場合には、期限を定め、改善すべき事項等を記載した文書を交付することに

より、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずる。
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